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告 示

鳥取県告示第300号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居

宅サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年５月19日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜   

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業所

の所在地   
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

株式会社こやま

薬局 

トマト薬局 東伯郡琴浦町徳万

176－５ 

令和８年４月

13日 

令和８年５月

31日 

居宅療養管理

指導 

                                                    

鳥取県告示第301号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり

告示する。 

  令和８年５月19日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜   

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業所

の所在地   
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

株式会社こやま

薬局 

トマト薬局 東伯郡琴浦町徳万

176－５ 

令和８年４月

13日 

令和８年５月

31日 

介護予防居宅

療養管理指導 

                                                    

鳥取県告示第302号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第３項の規定に基づき、指定公金事務取扱者から名称の変更

に係る届出があったので、同条第４項の規定により告示する。 

  令和８年５月19日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

１ 届出のあった指定公金事務取扱者及び変更内容 

届出のあった指定公金事務取

扱者 

変更する

内容 
変更前 変更後 

鳥取県立鳥取養護学校作業製

品販売実行委員会 

会長 谷口 直紀 

名称 鳥取県立鳥取養護学校作業製

品販売実行委員会 

会長 谷口 直紀 

鳥取県立鳥取養護学校作業製品

販売実行委員会 

会長 宮脇 弘樹 

鳥取県立白兎養護学校作業製

品販売実行委員会 

会長 中垣 克彦 

名称 鳥取県立白兎養護学校作業製

品販売実行委員会 

会長 中垣 克彦 

鳥取県立白兎養護学校作業製品

販売実行委員会 

会長 保田 徹雄 

鳥取県立倉吉養護学校作業製

品即売会「くらようショッ

プ」実行委員会 

会長 中井 暁子 

名称 鳥取県立倉吉養護学校作業製

品即売会「くらようショッ

プ」実行委員会 

会長 中井 暁子 

鳥取県立倉吉養護学校作業製品

即売会実行委員会 

会長 安藤 嘉洋 

倉吉農業高等学校販売実習実

行委員会 

代表者 吉田 要 

名称 倉吉農業高等学校販売実習実

行委員会 

代表者 吉田 要 

倉吉農業高等学校販売実習実行

委員会 

代表者 岩瀬 勝俊 

鳥取県立琴の浦高等特別支援 名称 鳥取県立琴の浦高等特別支援 鳥取県立琴の浦高等特別支援学
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学校生産品販売実行委員会 

会長 川田 時恵 

学校生産品販売実行委員会 

会長 川田 時恵 

校生産品販売実行委員会 

会長 紙本 早知子 

鳥取県立境港総合技術高等学

校実習製品販売実行委員会 

会長 矢倉 恵巳 

名称 鳥取県立境港総合技術高等学

校実習製品販売実行委員会 

会長 矢倉 恵巳 

鳥取県立境港総合技術高等学校

実習製品販売実行委員会 

会長 橋井 洋樹 

２ 変更年月日 

  令和８年４月１日 

                                                    

鳥取県告示第303号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第３項の規定に基づき、指定公金事務取扱者から名称の変更

に係る届出があったので、同条第４項の規定により告示する。 

  令和８年５月19日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

１ 届出のあった指定公金事務取扱者及び変更内容 

届出のあった指定公金事務取

扱者 

変更する

内容 
変更前 変更後 

鳥取県立博物館振興会  

会長 谷口 博繁 

名称 鳥取県立博物館振興会  

会長 谷口 博繁 

鳥取県立博物館振興会  

会長職務代理者 

副会長 片山 暢博 

２ 変更年月日 

  令和８年４月１日 

                                                    

鳥取県告示第304号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、鳥取県立倉吉養護学校における生産

品の物品売払代金の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和８年５月19日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

指定公金事務取扱者 
委託年月日 委託期間 

名称 事務所の所在地 指定年月日 

鳥取県立倉吉養護

学校作業製品即売

会実行委員会 

会長 安藤 嘉洋

倉吉市長坂新町

1231 

令和７年４月１日 令和８年４月21日 令和８年４月21日から令

和９年３月31日まで 


